
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

要
綱

第
一

題
名
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
こ
と
。（

題
名
関
係
）

第
二

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政
令

で
定
め
る
も
の
は
、
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
硬
質
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
用
原
液
及
び
専
ら
噴
射
剤
の
み
を
充
塡

し
た
噴
霧
器
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
三

法
第
十
一
条
第
三
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
産
業
構
造
審
議
会
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
四

法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
第
三
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
産
業
構
造
審
議
会
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
五

そ
の
他
所
用
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

こ
の
政
令
は
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
）


